
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
七
号
） 

新
旧
対
照
表 

○
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
抄 

改 
 
 
 

正 
 
 
 

後 

改 
 
 
 

正 
 
 
 

前 

（
証
紙
に
よ
る
収
入
の
方
法
等
） 

第
二
百
三
十
一
条
の
二 

略 

２
～
５ 

略 

（
証
紙
に
よ
る
収
入
の
方
法
等
） 

第
二
百
三
十
一
条
の
二 

略 

２
～
５ 

略 

６ 

普
通
地
方
公
共
団
体
は
、
納
入
義
務
者
が
、
歳
入
の
納
付
に
関
す
る
事
務
を
適
切
か

つ
確
実
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者
の
う
ち
当
該
普
通
地

方
公
共
団
体
の
長
が
指
定
を
し
た
者
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
指
定
代
理

納
付
者
」
と
い
う
。）
が
交
付
し
又
は
付
与
す
る
政
令
で
定
め
る
証
票
そ
の
他
の
物
又

は
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
を
提
示
し
又
は
通
知
し
て
、
当
該
指
定
代
理
納
付
者
に

当
該
納
入
義
務
者
の
歳
入
を
納
付
さ
せ
る
こ
と
を
申
し
出
た
場
合
に
は
、
こ
れ
を
承
認

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
は
、
当
該
歳

入
の
納
期
限
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
指
定
す
る
日
ま
で
に
、
当
該
歳
入
を
当
該
指
定
代

理
納
付
者
に
納
付
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

７ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
指
定
代
理
納
付
者
が
同
項
の
指
定
す
る
日
ま
で
に
当

該
歳
入
を
納
付
し
た
と
き
は
、
同
項
の
承
認
が
あ
つ
た
時
に
当
該
歳
入
の
納
付
が
さ
れ

た
も
の
と
み
な
す
。 

（
指
定
納
付
受
託
者
に
対
す
る
納
付
の
委
託
） 

第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
二 

普
通
地
方
公
共
団
体
の
歳
入
（
第
二
百
三
十
五
条
の
四
第

三
項
に
規
定
す
る
歳
入
歳
出
外
現
金
を
含
む
。
以
下
「
歳
入
等
」
と
い
う
。）
を
納
付

し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
指
定
納
付
受
託

者
（
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
納
付
受
託
者
を
い
う
。
第
二
号
に
お
い
て
同

じ
。）
に
納
付
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

歳
入
等
の
納
付
の
通
知
に
係
る
書
面
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
基
づ
き
納
付

し
よ
う
と
す
る
と
き
。 

二 

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
指
定
納
付
受
託
者
に
対
す
る
通
知
で
総
務

省
令
で
定
め
る
も
の
に
基
づ
き
納
付
し
よ
う
と
す
る
と
き
。 

 



（
指
定
納
付
受
託
者
） 

第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
三 

歳
入
等
の
納
付
に
関
す
る
事
務
（
以
下
「
納
付
事
務
」
と

い
う
。）
を
適
切
か
つ
確
実
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者

の
う
ち
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
が
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
指
定
す
る
も

の
（
以
下
「
指
定
納
付
受
託
者
」
と
い
う
。）
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
歳
入
等
を
納
付
し
よ
う
と
す
る
者
の
委
託
を
受
け
て
、
納
付
事
務
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
。 

２ 

普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
た
と
き
は
、
指
定
納

付
受
託
者
の
名
称
、
住
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
そ
の
他
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を

告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

指
定
納
付
受
託
者
は
、
そ
の
名
称
、
住
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
を
変
更
し
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を
普
通

地
方
公
共
団
体
の
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該

届
出
に
係
る
事
項
を
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
（
納
付
事
務
の
委
託
） 

第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
四 

第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
二
の
規
定
に
よ
り
歳
入
等
を
納

付
し
よ
う
と
す
る
者
の
委
託
を
受
け
た
指
定
納
付
受
託
者
は
、
当
該
委
託
を
受
け
た
納

付
事
務
の
一
部
を
、
納
付
事
務
を
適
切
か
つ
確
実
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
と
し

て
政
令
で
定
め
る
者
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
指
定
納
付
受
託
者
の
納
付
） 

第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
五 

指
定
納
付
受
託
者
は
、
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
二
の
規

定
に
よ
り
歳
入
等
を
納
付
し
よ
う
と
す
る
者
の
委
託
を
受
け
た
と
き
は
、
普
通
地
方
公

共
団
体
が
指
定
す
る
日
ま
で
に
当
該
委
託
を
受
け
た
歳
入
等
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

２ 

指
定
納
付
受
託
者
は
、
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
二
の
規
定
に
よ
り
歳
入
等
を
納
付

し
よ
う
と
す
る
者
の
委
託
を
受
け
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
及
び
当
該
委
託
を
受
け
た
年
月
日
を
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
に

報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 



３ 

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
指
定
納
付
受
託
者
が
同
項
の
指
定
す
る
日
ま
で
に

当
該
歳
入
等
を
納
付
し
た
と
き
は
、
当
該
委
託
を
受
け
た
日
に
当
該
歳
入
等
の
納
付
が

さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

（
指
定
納
付
受
託
者
の
帳
簿
保
存
等
の
義
務
） 

第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
六 

指
定
納
付
受
託
者
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
帳
簿
を
備
え
付
け
、
こ
れ
に
納
付
事
務
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
、
及
び
こ
れ
を

保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
前
三
条
、
こ
の
条
及
び
第
二
百
三
十
一
条
の
四
の
規

定
を
施
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
必
要
な
限
度
で
、
総
務
省

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
指
定
納
付
受
託
者
に
対
し
、
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
。 

３ 

普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
前
三
条
、
こ
の
条
及
び
第
二
百
三
十
一
条
の
四
の
規

定
を
施
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
必
要
な
限
度
で
、
そ
の
職

員
に
、
指
定
納
付
受
託
者
の
事
務
所
に
立
ち
入
り
、
指
定
納
付
受
託
者
の
帳
簿
書
類

（
そ
の
作
成
又
は
保
存
に
代
え
て
電
磁
的
記
録
の
作
成
又
は
保
存
が
さ
れ
て
い
る
場
合

に
お
け
る
当
該
電
磁
的
記
録
を
含
む
。）
そ
の
他
必
要
な
物
件
を
検
査
さ
せ
、
又
は
関

係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
行
う
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯

し
、
か
つ
、
関
係
者
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

第
三
項
に
規
定
す
る
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
し
て
は

な
ら
な
い
。 

 

（
指
定
納
付
受
託
者
の
指
定
の
取
消
し
） 

第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
七 

普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
指
定
納
付
受
託
者
が
次
の

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
二

百
三
十
一
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
に
該
当
し
な

く
な
つ
た
と
き
。 

二 

第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
五
第
二
項
又
は
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ

ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
と
き
。 

 



三 

前
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
帳
簿
を
備
え
付
け
ず
、
帳
簿
に
記
載
せ
ず
、

若
し
く
は
帳
簿
に
虚
偽
の
記
載
を
し
、
又
は
帳
簿
を
保
存
し
な
か
つ
た
と
き
。 

四 
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
若
し
く
は
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は

忌
避
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
に
対
し
て
陳
述
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽

の
陳
述
を
し
た
と
き
。 

２ 

普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、

そ
の
旨
を
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
指
定
納
付
受
託
者
か
ら
の
歳
入
等
の
徴
収
等
） 

第
二
百
三
十
一
条
の
四 

指
定
納
付
受
託
者
が
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
五
第
一
項
の
歳

入
等
（
分
担
金
等
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）
を
同
条
第

一
項
の
指
定
す
る
日
ま
で
に
納
付
し
な
い
場
合
に
お
け
る
当
該
歳
入
等
の
徴
収
に
つ
い

て
は
、
地
方
税
法
第
十
三
条
の
四
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
当
該
歳

入
等
に
係
る
徴
収
金
の
先
取
特
権
の
順
位
は
、
国
税
及
び
地
方
税
に
次
ぐ
も
の
と
す

る
。 

２ 

普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
以
外
の
機
関
が
し
た
前
項
前
段
に
お
い
て
準
用
す
る
地
方

税
法
第
十
三
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
は
、
普
通
地

方
公
共
団
体
の
長
が
当
該
機
関
の
最
上
級
行
政
庁
で
な
い
場
合
に
お
い
て
も
、
当
該
普

通
地
方
公
共
団
体
の
長
に
対
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

第
一
項
前
段
に
お
い
て
準
用
す
る
地
方
税
法
第
十
三
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
が
し
た
処
分
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
に
つ
い
て
は
、
同
法
第

十
九
条
の
四
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

４ 

普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
第
一
項
前
段
に
お
い
て
準
用
す
る
地
方
税
法
第
十
三

条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
が
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当

該
審
査
請
求
が
不
適
法
で
あ
り
、
却
下
す
る
と
き
を
除
き
、
議
会
に
諮
問
し
た
上
、
当

該
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

議
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
諮
問
を
受
け
た
日
か
ら
二
十
日
以
内
に
意
見
を
述
べ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 

普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
諮
問
を
し
な
い
で
同
項
の
審

査
請
求
を
却
下
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
議
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 



７ 

第
四
項
の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
を
経
た
後
で
な
け
れ
ば
、
第
一
項
前
段
に
お
い

て
準
用
す
る
地
方
税
法
第
十
三
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
つ
い
て
は
、
裁

判
所
に
出
訴
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

８ 

第
一
項
前
段
に
お
い
て
準
用
す
る
地
方
税
法
第
十
三
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

処
分
中
差
押
物
件
の
公
売
は
、
そ
の
処
分
が
確
定
す
る
ま
で
執
行
を
停
止
す
る
。 

９ 

第
一
項
前
段
に
お
い
て
準
用
す
る
地
方
税
法
第
十
三
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

処
分
は
、
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
区
域
外
に
お
い
て
も
、
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
五
号
） 

新
旧
対
照
表 

○
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
抄 

改 
 
 

正 
 
 

前 

改 
 
 

正 
 
 

後 

（
道
府
県
民
税
の
納
税
義
務
者
等
） 

第
二
十
四
条 

略 

２
～
４ 

略 

５ 

公
益
法
人
等
（
法
人
税
法
第
二
条
第
六
号
の
公
益
法
人
等
並
び
に
防
災
街
区
整
備
事

業
組
合
、
管
理
組
合
法
人
及
び
団
地
管
理
組
合
法
人
、
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
組
合
、
マ
ン

シ
ョ
ン
敷
地
売
却
組
合
及
び
敷
地
分
割
組
合
、
地
方
自
治
法
第
二
百
六
十
条
の
二
第
七

項
に
規
定
す
る
認
可
地
縁
団
体
、
政
党
交
付
金
の
交
付
を
受
け
る
政
党
等
に
対
す
る
法

人
格
の
付
与
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
六
号
）
第
七
条
の
二
第
一
項
に
規

定
す
る
法
人
で
あ
る
政
党
等
並
び
に
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七

号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
を
い
う
。）
の
う
ち
第
二
十

五
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
も
の
及
び
次
項
の
規
定
に
よ
り
法
人
と
み
な

さ
れ
る
も
の
に
対
す
る
法
人
税
割
（
法
人
税
法
第
七
十
四
条
第
一
項
の
申
告
書
に
係
る

法
人
税
額
を
課
税
標
準
と
す
る
法
人
税
割
に
限
る
。）
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
こ
れ
ら
の
者
の
収
益
事
業
又
は
法
人
課
税
信
託
の
信
託
事
務
を
行
う
事
務
所
又

は
事
業
所
所
在
の
道
府
県
に
お
い
て
課
す
る
。 

６
～
９ 

略 

（
道
府
県
民
税
の
納
税
義
務
者
等
） 

第
二
十
四
条 

略 

２
～
４ 

略 

５ 

公
益
法
人
等
（
法
人
税
法
第
二
条
第
六
号
の
公
益
法
人
等
並
び
に
防
災
街
区
整
備
事

業
組
合
、
管
理
組
合
法
人
及
び
団
地
管
理
組
合
法
人
、
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
組
合
及
び
マ

ン
シ
ョ
ン
敷
地
売
却
組
合 

 
 
 
 
 
 

、
地
方
自
治
法
第
二
百
六
十
条
の
二
第
七

項
に
規
定
す
る
認
可
地
縁
団
体
、
政
党
交
付
金
の
交
付
を
受
け
る
政
党
等
に
対
す
る
法

人
格
の
付
与
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
六
号
）
第
七
条
の
二
第
一
項
に
規

定
す
る
法
人
で
あ
る
政
党
等
並
び
に
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七

号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
を
い
う
。）
の
う
ち
第
二
十

五
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
も
の
及
び
次
項
の
規
定
に
よ
り
法
人
と
み
な

さ
れ
る
も
の
に
対
す
る
法
人
税
割
（
法
人
税
法
第
七
十
四
条
第
一
項
の
申
告
書
に
係
る

法
人
税
額
を
課
税
標
準
と
す
る
法
人
税
割
に
限
る
。）
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
こ
れ
ら
の
者
の
収
益
事
業
又
は
法
人
課
税
信
託
の
信
託
事
務
を
行
う
事
務
所
又

は
事
業
所
所
在
の
道
府
県
に
お
い
て
課
す
る
。 

６
～
９ 
略 

 


